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富山県告示第281号 

      道路の区域変更について 

  道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

  なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において７月５日から１ 

箇月間一般の縦覧に供する。 

   平成22年７月５日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区   間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メートル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
四方新中茶 
屋線 

富山市北代字伊佐波5332 
番２地先から 
 
富山市北代字伊佐波5323 
番２地先まで 

変更前 

 
 
 
 

 
最大 21.0 

 
最小 14.2 

 

56.0 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大 26.8 

 
最小 19.6 

 

56.0 

 

 

毎週月.水.金曜日発行 
平成22年７月５日 

月 曜 日 
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平成22年度富山県行政書士試験の実施 

 平成22年度富山県行政書士試験の実施について、財団法人行政書士試験研究セン 

ターから依頼があったので、次のとおり公告する。 

  平成22年７月５日 

                    富山県知事 石  井    一  

 行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定により富山県知事から財 

団法人行政書士試験研究センターに委任された行政書士試験について、行政書士試 

験の施行に関する定め（平成11年自治省告示第 250号）第８に基づき、次のとおり 

公示します。 

  平成22年７月５日 

                    財団法人行政書士試験研究センター  

                       理事長 木  寺    久  

１ 試験期日 平成22年11月14日（日） 午後１時から午後４時まで 

２ 試験場所 富山大学 五福キャンパス（富山市五福3190番地） 

３ 試験の科目及び方法 

 ⑴ 試験の科目 
 

試験科目 内容等 

行政書士の業務に関し必要な

法令等（出題数46題） 

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政 

手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国 

家賠償法及び地方自治法を中心とする。）、民 

法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し､ 

法令については、平成22年４月１日現在施行さ 

れている法令に関して出題します。 

行政書士の業務に関連する一

般知識等（出題数14題） 

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、

文章理解 

 ⑵ 試験の方法 

  ア 試験は、筆記試験によって行います。 

  イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述 

   式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。     
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  ウ 記述式は、40字程度で記述するものを出題します。 

４ 受験手続 

 ⑴ 郵送による受験申込み 

  ア 受付期間 平成22年８月２日（月）から同年９月３日（金）まで 

  イ 受付場所 財団法人行政書士試験研究センター 

    受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送してください 

   （あて先は、配布する封筒に印刷されています。）。平成22年９月３日の消 

   印があるものまで受け付けます。 

  ウ 提出書類 受験願書一式（配布場所については、オをご覧ください。） 

  エ 受験手数料  7,000円 

    受験手数料の納付方法については、試験案内をご覧ください。 

  オ 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所 

    郵送配布 

     郵送を希望する方は、 140円分の切手を貼付したあて先明記の返信用封 

    筒（角２号：Ａ４サイズの用紙が折らずに入る大きさ）を同封した上、封 

    筒の表に「行政書士試験願書請求」と朱書して、次のあて先まで郵便で請 

    求してください（平成22年８月27日（金）必着のこと。）。 

      名称 財団法人行政書士試験研究センター 

      住所 〒100-8779 郵便事業株式会社 銀座支店留 

      配布期間 平成22年８月２日（月）から同月27日（金）まで 

    窓口配布 

    ａ 配布期間 平成22年８月２日（月）から同年９月３日（金）まで（た 

     だし、日曜日及び土曜日を除く。） 

    ｂ 配布場所 
 

名称 所在地 配布時間 

財団法人行政書士

試験研究センター 

東京都千代田区日比谷公園１

番３号市政会館１階 

午前９時から午後５時

まで 

富山県経営管理部

文書学術課 

富山市新総曲輪１番７号 午前８時30分から午後

５時15分まで 

富山県行政書士会 富山市丸の内一丁目８番15号 

余川ビル２階 

午前９時から午後５時

まで 
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 ⑵ インターネットによる受験申込み 

  ア 受験申込み画面への入力 

    財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei- 

   shiken.or.jp）からインターネット出願画面に接続し、画面の項目に従って 

   必要事項を漏れなく入力してください。 

  イ 受験手数料の払込み 

    受験手数料（ 7,000円）の払込みは、クレジットカード（申込者本人名 

    義のものに限る。）による決済のみとなります。 

    利用できるクレジットカード 

     ＶＩＳＡ・Ｍ aster・ＵＣ 

    一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還しません。     

  ウ 受付期間 

    平成22年８月２日（月）午前９時から同月31日（火）午後５時まで 

     この出願システムは、平成22年８月31日（火）午後５時で終了します。 

    午後５時までに入力を完了していないと、たとえ接続中（入力中）であっ 

    ても申込みができなくなりますのでご注意ください。 

    最終日（平成22年８月31日）は大変混雑が予想されますので、余裕を持 

    って申し込んでください。 

 ⑶ 連絡先（問合せ先） 

   財団法人行政書士試験研究センター 

   所在地 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園１番３号市政会館１階 

   電話番号 03-5251-5600 

５ 特例措置の実施 

  身体の機能に著しい障害のある方は、障害の状態により必要な措置（点字試験 

 の実施を含む。）をとることがありますので、受験の申込みに先立って財団法人 

 行政書士試験研究センターへご相談ください。 

６ 合格発表の日時及び方法 

 ⑴ 合格発表の日時 平成23年１月24日（月） 午前９時 

 ⑵ 合格発表の方法 

   財団法人行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の受験番号を公示する 
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  とともに、公示後、受験者全員に合否通知書を郵送します。また、財団法人行 

  政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）に合 

  格者の受験番号を登載します。 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）附則第５条 

第１項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第３項におい 

て準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類 

を縦覧に供する。 

  平成22年７月５日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  小矢部ショッピングセンターラミー 小矢部市芹川字日光島5312番外71筆 

２ 店舗を設置する者 株式会社三崎ストアー外 

３ 変更事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   （変更前）午前10時及び午後８時 （変更後）午前９時30分及び午後10時 

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

   （変更前）午前９時30分～翌午前０時30分 （変更後）午前９時～翌午前 

        ０時30分 

４ 変更の日 平成22年６月26日 

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者 株式会社三喜有 外 

 ⑵ 店舗面積の合計 3,418㎡ 

 ⑶ 店舗の施設の配置に関する事項 

  ア駐車場の位置及び収容台数 建物南側 外 160台 

  イ駐輪場の位置及び収容台数 A 棟建物南東側 外 40台 

  ウ荷さばき施設の位置及び面積 A 棟建物北側 外 150㎡ 

  エ廃棄物等の保管施設の位置及び容量 A 棟建物北東側 外 63.75㎥ 
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 ⑷ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア駐車場の自動車の出入口の数及び位置 ４箇所 東側 外 

  イ荷さばきを行うことができる時間帯 午前７時～午後６時 外 

６ 届出の日 平成22年６月25日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

８  縦覧期間 平成22年７月５日から平成22年11月５日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部商業まちづくり課に提出することがで 

 きる。 

 ⑴氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名）⑵⑴の事項 

 の公表の可否 ⑶当該店舗の名称及び所在地 ⑷意見及びその理由 
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